
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二次東大阪市第二次東大阪市第二次東大阪市第二次東大阪市ひとりひとりひとりひとり親家庭自立促進計画親家庭自立促進計画親家庭自立促進計画親家庭自立促進計画    概要版概要版概要版概要版    

発 行：東大阪市健康福祉局福祉部 

〒577-8521 東大阪市荒本北一丁目 1 番 1 号 

ＴＥＬ：06－4309－3194 

発行年月：平成 23（2011）年３月 

この冊子の内容は平成

23 年 3 月時点のもので

す。今後、制度等の変更

が生じる場合があります。 

支援内容 お問い合わせ先

●離婚相談・養育相談
福祉事務所 子育て支援係[No.1]
男女共同参画センター[No.2]、市政情報相談課[No.3]
母子家庭等就業・自立支援センター[No.4]

●母子生活支援施設の入所 福祉事務所 子育て支援係[No.1]

●公営住宅の申し込み 住宅政策課[No.5]、大阪府住宅供給公社[No.6]

●児童扶養手当などの申請 国民年金課[No.7]

●ひとり親家庭医療費
　などの助成制度の申請

医療助成課[No.8]

●保育所への入所申し込み 福祉事務所 子育て支援係[No.1]

●留守家庭児童育成事業 青少年スポーツ室[No.9]

●日常生活支援事業（ヘルパーの派遣） こども家庭課[No.10]

●ファミリー・サポート・センター事業 ファミリーサポートセンター[No.11]

●子育て短期支援事業 子育て支援課[No.12]

●病児・病後児保育事業 子育て支援課[No.12]

●市や母子寡婦福祉団体の交流会 こども家庭課[No.10]

●奨学金・学費免除の利用
学事課[No.13]、大阪府育英会[No.14]
在学する学校の奨学金担当係

●子育て相談
福祉事務所 子育て支援係[No.1]、保健センター[No.15]
保育所[No.16]、子育て支援センター[No.17]　※

●就業相談、求人情報

●就業支援講習会

●資格・技能習得の経済的支援 こども家庭課[No.10]

●プログラム策定事業 福祉事務所 子育て支援係[No.1]

●母子寡婦福祉資金の貸付 福祉事務所 子育て支援係[No.1]

●日常生活支援事業（ヘルパーの派遣） こども家庭課[No.10]

●市や母子寡婦福祉団体の交流会 こども家庭課[No.10]

●女性のドメスティック
　・バイオレンス被害対策

福祉事務所 子育て支援係[No.1]
男女共同参画センター[No.2]

●病気になったときの経済的、生活支援 福祉事務所 子育て支援係[No.1]

母子家庭等就業・自立支援センター[No.4]
ハローワーク[No.18]、就労支援センター[No.19]

生活の
変化

新
た
な
生
活
を
築
き
始
め
る
時
期

生活のリズムが
整った時期

緊急時の支援

喫緊の
問題解決

生活基盤
確保

子育て
支援

就業
支援

いじめ・悩み 110 番＜子ども専用＞・・・・・・ 電話番号：06-6732-0110（教育センター） 

子どもの悩み相談フリーダイヤル＜子ども専用＞・・ 電話番号：0120-7285-25（大阪府） 

No.No.No.No.    おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先    電話番号電話番号電話番号電話番号    No.No.No.No.    おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先    電話番号電話番号電話番号電話番号    No.No.No.No.    おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先    電話番号電話番号電話番号電話番号    

    東福祉事務所 072-988-6619 8888    医療助成課 06-4309-3166 16161616    保育所 （各保育所へ） 

1111    中福祉事務所 072-960-9274 9999    青少年スポーツ室 06-4309-3281     旭町子育て支援センター 072-980-8871 

    西福祉事務所 06-6784-7982 10101010    こども家庭課 06-4309-3194 鴻池子育て支援センター 06-6748-8252 

2222    男女共同参画センター 072-960-9206 11111111    ファミリーサポートセンター 06-6785-2625 
17171717    

長瀬子育て支援センター 06-6728-1800 

3333    市政情報相談課 06-4309-3104 12121212    子育て支援課 06-4309-3302     荒本子育て支援センター 06-6788-1055 

母子家庭等就業 13131313    学事課 06-4309-3272 18181818    ハローワーク布施 06-6782-4221 
4444    

・自立支援センター 
06-6762-9498 

14141414    大阪府育英会 06-6357-6272     永和就労支援センター 06-6788-4580 

5555    住宅政策課 06-4309-3231     東保健センター 072-982-2603 19191919    意岐部就労支援センター 06-6784-5811 

6666    大阪府住宅供給公社 06-6203-5518 15151515    中保健センター 072-965-6411     長瀬就労支援センター 06-6727-1920 

7777    国民年金課 06-4309-3165     西保健センター 06-6788-0085 ※※※※    休日夜間子育て相談ダイヤル 072-961-0178 

東大阪市東大阪市東大阪市東大阪市    

□ きめきめきめきめ細細細細やかなやかなやかなやかな福祉福祉福祉福祉サービスサービスサービスサービスをををを提供提供提供提供しししし、、、、ひとりひとりひとりひとり親家庭親家庭親家庭親家庭のののの自立自立自立自立をををを

支援支援支援支援するしくみづくりをするしくみづくりをするしくみづくりをするしくみづくりを進進進進めますめますめますめます。 

□ ひとりひとりひとりひとり親家庭親家庭親家庭親家庭のののの子子子子どもがどもがどもがどもが安心安心安心安心してしてしてして、、、、自分自分自分自分らしくいられるよらしくいられるよらしくいられるよらしくいられるよ

うううう、、、、生活環境生活環境生活環境生活環境をををを整備整備整備整備しますしますしますします。。。。    

□ ひとりひとりひとりひとり親家庭親家庭親家庭親家庭であることがであることがであることがであることが不利不利不利不利にならないにならないにならないにならない社会社会社会社会をををを実現実現実現実現するするするする

ためためためため、、、、社会社会社会社会にににに働働働働きかけますきかけますきかけますきかけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ひとり親家庭が社会の一員であり、その誰もが自らの力を発揮して、希望をもってしあわせ

な生活を送ることができる社会づくりを進めます。また、ひとり親家庭の親が仕事と家庭のバ

ランスのとれた生活を送り、共に子どもを育むことのできるまちをめざします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●民生委員・児童委員 

主任児童委員 

●母子福祉推進委員 

地域 

児童扶養手当の支給 

医療費助成、一時保育 

教育訓練給付金 

子どもの健康・子育て相談など 

市役所市役所市役所市役所    

こどもこどもこどもこども家庭課家庭課家庭課家庭課・・・・子育子育子育子育てててて支援課支援課支援課支援課    

・・・・保育課保育課保育課保育課・・・・保健保健保健保健センターセンターセンターセンター    

・・・・医療助成課医療助成課医療助成課医療助成課・・・・国民年金課国民年金課国民年金課国民年金課    
女性のための相談 

電話相談・面接相談 

・法律相談 

労働相談・多言語相談 

男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画センターセンターセンターセンター    

・・・・イコーラムイコーラムイコーラムイコーラム    

ひとり親家庭の相談 

家庭児童相談 

母子寡婦 

福祉資金の貸付 

保育所の入所 

東東東東・・・・中中中中・・・・西西西西    

福祉事務所福祉事務所福祉事務所福祉事務所    
職業紹介 

職業相談 

各種セミナー 

など 

ハローワークハローワークハローワークハローワーク    

●社会福祉協議会 

●母子寡婦福祉会 

●市民活動団体 

ひとり親家庭 

就労相談 

就労支援講習会 

など 

就労支援就労支援就労支援就労支援センターセンターセンターセンター    

◎◎◎◎コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ    

ソーシャルワーカーソーシャルワーカーソーシャルワーカーソーシャルワーカー    

 自立した生活を送ること
ができるよう、きめ細やか
な支援を行います。関係団
体等との連携を進め、就業
面での支援体制を更に充実
させます。 

①①①①安定安定安定安定したしたしたした就業就業就業就業にににに向向向向けたけたけたけた    
能力能力能力能力のののの開発開発開発開発 

②②②②ひとりひとりひとりひとり親家庭親家庭親家庭親家庭のののの母親母親母親母親、、、、    
父親父親父親父親、、、、寡婦寡婦寡婦寡婦のののの雇入雇入雇入雇入れのれのれのれの促進促進促進促進 

③③③③就業就業就業就業のののの促進促進促進促進にににに対対対対するするするする    
総合的総合的総合的総合的サポートサポートサポートサポートのののの推進推進推進推進 

●母子家庭等就業・自立支援 
センター事業の推進 

●就労支援講習会の実施 
●ハローワークなどが実施するセミナーや 

講習会の情報提供の充実 
●母子家庭自立支援教育訓練給付金事業の実施 
●高等技能訓練促進費事業の実施 

●若年者等トライアル雇用支援金 
の活用促進 

●雇入れの促進 
●公共施設などにおける母子家庭 

の母親などの雇用の促進 
●プログラム策定事業の実施 

●ハローワークなどの関係機関 
との連携強化 

●ワークサポート事業の実施 
●子育てと仕事の両立を可能に 

する雇用環境の整備 
●優良社会貢献事業所表彰 

 

１ 

２ 
 子育て支援施策の充実や家事
などの生活支援を行います。ま
た、気軽に相談できる場や居場所
の確保など、子どもへの支援の充
実を図ります。 

①①①①保育保育保育保育サービスサービスサービスサービス    
のののの充実充実充実充実    

②②②②家庭家庭家庭家庭でのでのでのでの養育養育養育養育をををを    
支支支支えるえるえるえるサービスサービスサービスサービスのののの充実充実充実充実    

③③③③子子子子どもどもどもども自身自身自身自身へのへのへのへの    
サポートサポートサポートサポート    

④④④④母子生活支援施設母子生活支援施設母子生活支援施設母子生活支援施設をををを利用利用利用利用したしたしたした    

生活生活生活生活支援支援支援支援、、、、自立支援自立支援自立支援自立支援のののの充実充実充実充実    
⑤⑤⑤⑤住宅住宅住宅住宅のののの確保確保確保確保にににに    

向向向向けたけたけたけた支支支支援援援援のののの充実充実充実充実    
●保育所への優先入所 
●延長保育事業の充実 
●一時保育促進 

（一時預かり）事業の拡充 
●病児・病後児保育事業の充実 
●留守家庭児童育成クラブの充実 

●日常生活支援事業の充実 
●ファミリー・サポート 

・センター事業の実施 
●子育て短期支援事業の実施 
●小地域ネットワーク 

活動事業の充実 

●留守家庭児童育成クラブ 
の充実 

●スクールカウンセラーの活用 
●スクールソーシャルワーカー 

の活用 
●子ども専用電話相談の実施 

●母子生活支援施設のあり方の
検討 

●福祉世帯向け 
募集の検討 

 

３ 
 養育費を確保できるよう、相談体制を整えるとともに、養育費の
支払いは親の責務であることの普及啓発を行います。 

①①①①養育費養育費養育費養育費のののの取取取取りりりり決決決決めのめのめのめの推進推進推進推進    ②②②②養育費養育費養育費養育費にににに関関関関するするするする啓発啓発啓発啓発のののの推進推進推進推進    
●法律相談の実施 
●養育費取得に関する情報提供 
●母子家庭等就業・自立センター事業としての養育費相談の実施 

●養育費確保に関する広報・啓発の実施 

 生活基盤や経済的基盤の安定を図るため、児童扶養手当や母子寡婦
福祉資金貸付などによる経済的支援を推進します。 

①①①①基本的基本的基本的基本的なななな生活生活生活生活へへへへのののの支援支援支援支援    
②②②②生活生活生活生活のののの向上向上向上向上とととと安定安定安定安定    

のためののためののためののための貸付貸付貸付貸付    
③③③③各種経済的支援策各種経済的支援策各種経済的支援策各種経済的支援策にににに関関関関するするするする    

情報提供情報提供情報提供情報提供のののの充実充実充実充実    
●児童扶養手当 
●子ども手当 
●ひとり親家庭医療費の助成 

●母子寡婦福祉資金の貸付 ●経済的支援策に関する情報の周知
徹底 

４ 

 あらゆる相談に対応できる相談体制の充実を図ります。また、支
援制度・サービスが利用しやすくなるよう、情報提供を行います。 

①①①①情報提供情報提供情報提供情報提供のののの充実充実充実充実    ②②②②相談機能相談機能相談機能相談機能のののの充実充実充実充実とととと連携連携連携連携    
③③③③相談相談相談相談にあたるにあたるにあたるにあたる者者者者のののの    

資質資質資質資質のののの確保確保確保確保とそのとそのとそのとその向上向上向上向上    
●相談窓口の周知徹底 
●情報コーナーの設置の 

検討 

●母子自立支援員による相談活動の推進 
●各種相談機関の機能充実と連携の強化 
●地域における相談機能の充実 

●相談にかかわる者に対する研修
などの充実 

 

５ 

 母子寡婦福祉団体や関係機関との連携を強化するとともに、市民
活動団体、民間企業などに対し、ひとり親家庭への理解と協力を求
めるなど、相互の連携に努めながら施策を展開していきます。 

①①①①母子寡婦福祉団体母子寡婦福祉団体母子寡婦福祉団体母子寡婦福祉団体とのとのとのとの    
連携強化連携強化連携強化連携強化、、、、団体活動団体活動団体活動団体活動へのへのへのへの支援支援支援支援    

②②②②関係機関関係機関関係機関関係機関のののの連携連携連携連携    ③③③③当事者間当事者間当事者間当事者間のののの交流交流交流交流へのへのへのへの支援支援支援支援    

●母子寡婦福祉団体への優先的な事業発注の推進 
●母子寡婦福祉団体の活動への支援と連携 

●関係機関の連携強化 ●ひとり親家庭の交流の支援や 
自助グループの育成 

 

６ 

「ひとり親家庭自立促進計画」とは 
 

母子家庭や寡婦、父子家庭の、いわゆるひとり親家庭を取り

巻く環境は、近年の経済情勢の悪化にともない、従来にも増し

て厳しい状況下にあります。ひとり親家庭が増えている中で、 

ひとり親家庭の自立促進を図りながら、子どもたちの健全な成長

を確保することが重要な課題となっています。 

第二次計画では第一次計画での自立支援策を引き継ぎ、特に就

業支援や相談機能を強化し、６つの施策の方向を柱に推進してい

きます。 

母子寡婦福祉資金 

母子家庭自立支援給付金事業 

プログラム策定事業 

地域就労支援事業地域就労支援事業地域就労支援事業地域就労支援事業    相談・講習会 

求人情報提供 

職業紹介 など 

就業を希望するひとり親家庭 

相談窓口 

福祉事務所福祉事務所福祉事務所福祉事務所    労働雇用政策室労働雇用政策室労働雇用政策室労働雇用政策室    

就労支援就労支援就労支援就労支援センターセンターセンターセンター    

母子家庭等就業母子家庭等就業母子家庭等就業母子家庭等就業    

・・・・自立支援自立支援自立支援自立支援センターセンターセンターセンター    

就職・転職 

就業支援メニュー 

ハローワークハローワークハローワークハローワーク    


